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九州大学椎木講堂使用細則 
平 成２５年 度九大細 則第９号 
制  定：平成２５年１０月２４日 
最終改正：令和 ５年 ３月１５日 

（令和４年度九大細則第８号） 
 （趣旨） 
第１条 この細則は、九州大学椎木講堂規則（平成２５年度九大規則第４３号。以下「規則」と

いう。）第１０条及び第１３条の規定に基づき、椎木講堂の使用等について、必要な事項を定め

るものとする。 
 （使用手続） 

第２条 規則第５条第２項に規定する共用施設（以下同じ。）の使用の許可を受けようとする者は、

使用開始予定日の１４日前までに所定の使用申込書を管理運営責任者に提出しなければならな

い。 

２ 管理運営責任者は、共用施設の使用を許可したときは、所定の方法によりその旨を通知する

ものとする。 

３ 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用の許可を受けた後、使用日時等を

変更しようとするときは、使用開始予定日の７日前までに新たに使用申込書を提出し、管理運

営責任者の許可を受けなければならない。 

４ 管理運営責任者は、使用者が規則等及び許可条件に違反したとき又は使用申込書に虚為の記

載をしたときは、当該使用の途中であっても許可を取消し、又は使用を中止させることができ

る。 

５ 前項の許可の取消し又は使用の中止によって生ずる損害について、本学はその責を負わない

ものとする。 

（使用時間） 

第３条 共用施設の使用時間は、別表のとおりとする。 

（休業日） 

第４条 共用施設の休業日は、１２月２８日から翌年１月４日までとする。 

（使用時間等の変更） 

第５条 前２条の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要があると認めたときは、使用時

間及び休業日を変更することができる。 

（使用心得） 

第６条 共用施設の使用心得は、管理運営責任者が別に定める。 

（雑則） 

第７条 この細則の実施に関して必要な事項は、管理運営責任者が定める。 

附 則 

この細則は、平成２５年１０月２４日から施行する。 

附 則（平成２６年度九大細則第１４号） 

この細則は、平成２６年１０月３０日から施行する。 

附 則（令和３年度九大細則第１号） 

この細則は、令和３年５月１日から施行する。 

附 則（令和４年度九大細則第８号） 

この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 
  



 
 

- 2 - 
 

別表（第３条関係） 

共用施設 
使用者 

本学の職員 本学の学生 
本学の職員及び学生以外の

使用者 

コンサート

ホール 

午前８時３０分から 

午後９時３０分まで 
月曜日から金曜日 

午後５時から午後９時３０

分まで 

 

日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年 

法律第１７８号）に規定する 

祝日 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

月曜日から金曜日 

午後５時から午後９時３０

分まで 

 

日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年 

法律第１７８号）に規定する 

祝日 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

ガレリア 

ホワイエ 

講義室 

大会議室 

 日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和２３年 

法律第１７８号）に規定する 

祝日） 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

 


